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令和３年度北海道一般会計予算

議 案 第 １ 号

　令和３年度北海道一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,252,995,666千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 ２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第 ３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第 ４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000,000千円と定

める。

（歳出予算の流用）

第 ５条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することがで

きる場合は、次のとおりと定める。

　⑴ 　教育費の各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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款 項 金 額

１ 道 税 573,266,638

１ 道 民 税 151,458,541

２ 事 業 税 109,057,071

３ 地 方 消 費 税 151,665,446

４ 不 動 産 取 得 税 16,089,816

５ 道 た ば こ 税 6,919,041

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 1,327,199

７ 軽 油 引 取 税 54,871,266

８ 自 動 車 税 79,855,619

９ 鉱 区 税 38,720

10 道 固 定 資 産 税 165,750

11 狩 猟 税 41,354

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）
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款 項 金 額

12 核 燃 料 税 899,960

13 循環資源利用促進税 876,855

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 253,567,812

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 253,567,812

３ 地 方 譲 与 税 71,039,000

１ 特別法人事業譲与税 58,239,000

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 11,261,000

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 388,000

４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 460,000

５ 森 林 環 境 譲 与 税 460,000

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 231,000

４ 地 方 特 例 交 付 金 2,480,000

１ 地 方 特 例 交 付 金 2,480,000

５ 地 方 交 付 税 631,000,000
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款 項 金 額

１ 地 方 交 付 税 631,000,000

６ 交通安全対策特別交付金 1,059,000

１ 交通安全対策特別交付金 1,059,000

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 17,874,398

１ 分 担 金 1,534,986

２ 負 担 金 16,339,412

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 23,062,620

１ 使 用 料 13,137,833

２ 手 数 料 296,592

３ 証 紙 収 入 9,628,195

９ 国 庫 支 出 金 520,512,281

１ 国 庫 負 担 金 101,143,446

２ 国 庫 補 助 金 410,010,909

３ 委 託 金 9,357,926
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款 項 金 額

10 財 産 収 入 5,780,559

１ 財 産 運 用 収 入 3,297,966

２ 財 産 売 払 収 入 2,482,593

11 寄 附 金 135,814

１ 寄 附 金 135,814

12 繰 入 金 37,555,368

１ 特 別 会 計 繰 入 金 8,131,371

２ 基 金 繰 入 金 29,423,997

13 諸 収 入 510,642,276

１ 延滞金、加算金及び過料等 834,596

２ 預 金 利 子 2,845

３ 貸 付 金 収 入 494,334,647

４ 受 託 事 業 収 入 2,410,804

５ 収 益 事 業 収 入 7,605,786
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款 項 金 額

６ 雑 入 5,453,598

14 道 債 605,019,900

１ 道 債 605,019,900

歳 入 合 計 3,252,995,666
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款 項 金 額

１ 議 会 費 3,379,271

１ 議 会 費 3,379,271

２ 総 務 費 294,580,779

１ 総 務 管 理 費 89,260,679

２ 徴 税 費 163,129,678

３ 学 事 宗 務 費 32,531,672

４ 防 災 費 1,612,454

５ 原 子 力 安 全 対 策 費 996,128

６ 危 機 管 理 費 4,166

７ 領 土 復 帰 対 策 費 875,099

８ 会 計 管 理 費 448,110

９ 選 挙 費 4,715,326

10 人 事 委 員 会 費 339,493

歳 出
（単位　千円）
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款 項 金 額

11 監 査 委 員 費 667,974

３ 総 合 政 策 費 59,657,581

１ 総 合 政 策 管 理 費 3,808,939

２ 官 民 連 携 推 進 費 35,674

３ 政 策 費 2,125,766

４ 国 際 交 流 費 416,992

５ 情 報 統 計 費 6,234,495

６ 地 域 創 生 費 7,166,763

７ 地 域 行 政 費 2,700,880

８ 交 通 政 策 費 32,543,132

９ 航 空 費 4,624,940

４ 環 境 生 活 費 13,824,023

１ 環 境 生 活 管 理 費 2,358,453

２ 環 境 政 策 費 3,741,254
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款 項 金 額

３ 循 環 型 社 会 推 進 費 489,570

４ 気 候 変 動 対 策 費 1,913,457

５ 自 然 環 境 費 731,408

６ 道 民 生 活 費 503,382

７ 消 費 者 安 全 費 394,350

８ 文 化 振 興 費 998,356

９ ス ポ ー ツ 振 興 費 1,177,888

10 東京オリンピック連携費 877,368

11 ア イ ヌ 政 策 費 638,537

５ 保 健 福 祉 費 608,335,846

１ 保 健 福 祉 管 理 費 26,133,104

２ 地 域 医 療 費 14,758,675

３ 医 務 薬 務 費 3,489,858

４ 地 域 保 健 費 185,698,271
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款 項 金 額

５ 国 保 医 療 費 112,127,508

６ 食 品 衛 生 費 802,936

７ 地 域 福 祉 費 32,220,784

８ 施 設 運 営 指 導 費 5,190,923

９ 障がい者保健福祉費 72,875,866

10 高 齢 者 保 健 福 祉 費 83,050,941

11 子ども子育て支援費 71,374,941

12 災 害 救 助 費 612,039

６ 経 済 費 516,253,461

１ 経 済 管 理 費 4,157,677

２ 食 関 連 産 業 費 1,003,180

３ 経 済 企 画 費 6,376,019

４ 国 際 経 済 費 108,546

５ 観 光 費 4,841,197
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款 項 金 額

６ 中 小 企 業 費 469,328,108

７ 産 業 振 興 費 16,601,035

８ 科 学 技 術 振 興 費 57,798

９ 環 境・ エ ネ ル ギ ー 費 7,734,084

10 雇 用 労 政 費 1,135,111

11 産 業 人 材 費 4,507,265

12 労 働 委 員 会 費 403,441

７ 農 政 費 121,265,451

１ 農 政 管 理 費 8,436,920

２ 食 品 政 策 費 2,211,939

３ 農 産 振 興 費 8,534,938

４ 畜 産 振 興 費 3,885,741

５ 技 術 普 及 費 2,504,002

６ 農 業 経 営 費 7,663,696
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款 項 金 額

７ 農 地 調 整 費 1,737,294

８ 農 村 設 計 費 16,588,636

９ 農業農村整備事業費 53,049,209

10 農 業 施 設 管 理 費 16,604,541

11 農 村 計 画 費 48,535

８ 水 産 林 務 費 63,312,541

１ 水 産 林 務 管 理 費 7,128,215

２ 水 産 経 営 費 3,022,956

３ 水 産 振 興 費 207,801

４ 漁 港 漁 村 費 24,026,436

５ 漁 業 管 理 費 3,303,297

６ 林 業 木 材 費 3,593,146

７ 森 林 計 画 費 956,686

８ 森 林 整 備 費 8,315,351



15

款 項 金 額

９ 治 山 費 9,337,762

10 森 林 活 用 費 591,216

11 道 有 林 費 2,829,675

９ 建 設 費 223,700,936

１ 建 設 管 理 費 43,055,879

２ 維 持 管 理 防 災 費 10,704,197

３ 道 路 橋 り ょ う 費 95,386,518

４ 河 川 費 39,458,168

５ 砂 防 海 岸 費 15,207,742

６ ま ち づ く り 推 進 費 62,512

７ 都 市 環 境 費 7,115,625

８ 公 園 下 水 道 費 6,923,740

９ 建 築 指 導 費 507,969

10 住 宅 費 41,409
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款 項 金 額

11 営 繕 費 5,237,177

10 警 察 費 131,419,646

１ 警 察 管 理 費 123,638,193

２ 警 察 活 動 費 3,567,531

３ 交 通 安 全 施 設 費 4,213,922

11 教 育 費 386,645,056

１ 教 育 総 務 費 23,324,379

２ 小 学 校 費 131,582,403

３ 中 学 校 費 80,806,611

４ 高 等 学 校 費 94,525,394

５ 特 別 支 援 学 校 費 50,740,030

６ 学 校 教 育 費 3,022,261

７ 社 会 教 育 費 1,803,651

８ 保 健 体 育 費 840,327
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款 項 金 額

12 災 害 復 旧 費 2,606,781

１ 農地開発施設災害復旧費 60,000

２ 水産林業施設災害復旧費 755,579

３ 土木施設災害復旧費 1,791,202

13 公 債 費 643,386,603

１ 公 債 費 643,386,603

14 諸 支 出 金 184,427,691

１ 繰 出 金 30,274,047

２ 諸 費 154,153,644

15 予 備 費 200,000

１ 予 備 費 200,000

歳 出 合 計 3,252,995,666
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事 項 期 間 限 度 額

令和３年度建設に係る札幌医科大学の工事請負に関

する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 352,265

令和３年度公益社団法人北海道私学振興基金協会に

金融機関が行う経営安定資金及び短期経営安定資金

に係る融資に伴う損失補償に関する債務負担行為

令和３年度から令和４年度まで

元金について

　3,423,000千円

　以内

利子について

　元金に対する利

　子相当額

の合計額

令和３年度公益社団法人北海道私学振興基金協会に

金融機関が行う施設整備資金に係る融資に伴う損失

補償に関する債務負担行為

令和３年度から令和４年度まで

元金について

　 200,000千円以内

利子について

　 元金に対する利

子相当額

の合計額

令和３年度北海道消防学校実践的訓練施設整備事業

に係る工事請負に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 294,946

令和３年度空港施設設備整備事業に係る化学消防車

の購入に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 220,000

令和３年度北海道中小企業総合支援センター設備貸

与事業に対する損失補償に関する債務負担行為
令和３年度から令和13年度まで 60,000

令和３年度新型コロナウイルス感染症対応資金の融

通に伴う利子補給に関する債務負担行為
令和３年度から令和６年度まで 2,080,000

令和３年度新型コロナウイルス感染症対応資金に係

る補償融資の損失補償に関する債務負担行為
令和３年度以降 700,000

令和３年度企業立地促進事業に係る道費補助に関す

る債務負担行為
令和３年度から令和７年度まで 806,647

緊急再就職委託訓練業務の委託に関する債務負担行

為
令和３年度から令和５年度まで 357,588

令和３年度野菜価格安定資金造成事業に係る道費補

助に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 986,991

第 ２ 表 債 務 負 担 行 為
（単位　千円）（そ の １）
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事 項 期 間 限 度 額

令和３年度畜産振興総合対策事業に係る道費補助に

関する債務負担行為
令和３年度から令和７年度まで 1,039

令和３年度農地売買支援事業に対する損失補償に関

する債務負担行為
令和３年度から令和14年度まで 11,113,834

令和３年度法人経営出資育成事業に対する損失補償

に関する債務負担行為
令和３年度から令和19年度まで 33,349

令和３年度農業近代化資金の融通に伴う利子補給に

関する債務負担行為
令和３年度から令和23年度まで 210,036

令和３年度農業経営負担軽減支援資金の融通に伴う

利子補給に関する債務負担行為
令和３年度から令和18年度まで 92,689

令和３年度畜産特別支援資金の融通に伴う道費補助

に関する債務負担行為
令和３年度から令和28年度まで 9,443

令和３年度畜産経営体質強化支援資金の融通に伴う

道費補助に関する債務負担行為
令和３年度から令和28年度まで 15,227

令和３年度土地改良負担金償還平準化資金の融通に

伴う道費補助に関する債務負担行為
令和３年度から令和14年度まで 695

令和３年度漁業近代化資金の融通に伴う利子補給に

関する債務負担行為
令和３年度から令和24年度まで 1,276,104

令和３年度漁業経営維持安定資金の融通に伴う利子

補給に関する債務負担行為
令和３年度から令和19年度まで 74,100

令和３年度北海道山林種苗協同組合に金融機関が行

う種子貯蔵管理資金に係る融資に伴う損失補償に関

する債務負担行為

令和３年度から令和４年度まで

元金について

　 331,156千円以内

利子について

　 元金に対する利

子相当額

の合計額

本庁舎井戸取水ポンプ改修工事に関する債務負担行

為
令和３年度から令和４年度まで 27,298

北海道消防学校屋内訓練場暖房設備改修工事に関す

る債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 87,345
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事 項 期 間 限 度 額

北海道原子力環境センター改修工事に関する債務負

担行為
令和３年度から令和４年度まで 460,291

檜山合同庁舎非常用電源改修工事に関する債務負担

行為
令和３年度から令和４年度まで 113,831

留萌合同庁舎非常用電源改修工事に関する債務負担

行為
令和３年度から令和４年度まで 130,297

宗谷合同庁舎屋上防水改修工事に関する債務負担行

為
令和３年度から令和４年度まで 143,067

日高合同庁舎屋上防水改修工事に関する債務負担行

為
令和３年度から令和４年度まで 100,603

北海道立女性相談援助センター屋上防水改修工事に

関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 115,400

開拓の村旧小樽新聞社改修工事に関する債務負担行

為
令和３年度から令和４年度まで 101,632

開拓の村旧近藤染舗改修工事に関する債務負担行為 令和３年度から令和４年度まで 109,632

北海道立紋別高等看護学院長寿命化改修工事に関す

る債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 228,802

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室長寿命化

改修工事に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 121,674

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室今金支所

長寿命化改修工事に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 95,831

上川総合振興局保健環境部富良野地域保健室長寿命

化改修工事に関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 104,142

北海道立工業技術センター暖房設備改修工事に関す

る債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 79,969

北海道立室蘭高等技術専門学院改修工事に関する債

務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 139,007
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事 項 期 間 限 度 額

令和３年度北海道土地開発公社に金融機関等が行う

融資に対する債務保証に関する債務負担行為
令和３年度から令和７年度まで

北海道土地開発公

社が行う用地取得

費、補償費及び調

査測量費について

　578,000千円以内

取得、調査測量及

び処分に係る経費

について

　年６％以内の額

借入資金に係る利

子について

　 国庫債務負担行

為による用地の

先行取得に係る

限度利率の半年

複利以内の額

の合計額

道道名寄遠別線トンネル工事に関する債務負担行為 令和３年度から令和５年度まで 4,950,000

令和３年度交番、駐在所庁舎の賃借に関する債務負

担行為
令和３年度から令和27年度まで 758,042

令和３年度警察署庁舎改築に係る設計業務の委託に

関する債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 70,002

令和３年度公益財団法人北海道高等学校奨学会に金

融機関が行う奨学金及び入学資金に係る融資に伴う

損失補償に関する債務負担行為

令和３年度から令和４年度まで

元金について

　総務費について 

　　10,769,538千

　　円以内

　教育費について

　　 4,448,813千

円以内

　の合計額

　　 15,218,351千

円以内

利子について

　 元金に対する利

子相当額

の合計額
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事 項 期 間 限 度 額

令和３年度における地方債証券の共同発行によって

生ずる連帯債務に関する債務負担行為
令和３年度から令和13年度まで

元金について

　1,295,000,000

　千円

利子について

　 元金に対する利

子相当額

の合計額
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（単位　千円）（そ の ２）

事 項
変 更 前 変 更 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

総合博物館の指定管理業務に係る
管理費用に関する債務負担行為

令和元年度から
令和４年度まで

1,428,000
令和元年度から
令和４年度まで

1,429,000

北海道小規模企業支援ファンド投
資事業有限責任組合（仮称）に対
する出資に関する債務負担行為

平成28年度から
令和２年度まで

250,000
平成28年度から
令和４年度まで

250,000

道立施設の指定管理業務に係る管
理費用に関する債務負担行為

平成29年度から
令和３年度まで

環境生活費につ
いて

2,601,000
経済費について

351,000
水産林務費につ
いて

602,000
建設費について

2,779,000
教育費について

3,535,000
の合計額

9,868,000

平成29年度から
令和３年度まで

環境生活費につ
いて

2,702,000
経済費について

352,000
水産林務費につ
いて

604,000
建設費について

2,784,000
教育費について

3,535,000
の合計額

9,977,000

道立施設の指定管理業務に係る管
理費用に関する債務負担行為

令和２年度から
令和６年度まで

総務費について
1,292,000

環境生活費につ
いて

260,000
の合計額

1,552,000

令和２年度から
令和６年度まで

総務費について
1,292,000

環境生活費につ
いて

261,000
の合計額

1,553,000
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

札幌医科大学整備費 1,951,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

総合研究機構整備費 1,076,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

庁 舎 等 整 備 費 255,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

私立学校等管理運営
対 策 費

7,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

消防学校施設整備費 146,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

退 職 手 当 1,000,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

北 海 道 特 定 特 別
総 合 開 発 事 業
推 進 費

921,000 同　　　　上

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

据置期間を含め50年以内におい
て、年賦元利均等償還、半年賦
元利均等償還又は知事の定める
方法による。ただし、必要に応
じて繰上償還することができる。

総 合 行 政 情 報
ネ ッ ト ワ ー ク
施 設 整 備 費

303,000 同　　　　上 10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

地 域 総 合 整 備 資 金
貸 付 事 業 費

691,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

第 ３ 表

地 方 債
（単位　千円）
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

交 通 企 画 費 1,000,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

北 海 道 新 幹 線
鉄 道 整 備 事 業 費

20,033,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

直 轄 空 港 整 備 費 704,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

空 港 整 備 費 382,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

石 狩 西 部 広 域
水 道 対 策 費

276,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

自 然 環 境 対 策 費 50,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

保 健 所 整 備 費 181,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

す べ て の 人 に
やさしいまちづくり
推 進 事 業 費

35,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

社会福祉施設整備費 2,893,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

障がい者施設整備費 254,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

児童福祉施設整備費 50,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

中小企業近代化資金
貸 付 事 業 費

225,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

土 地 改 良 事 業 費 9,170,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

農 用 地 造 成 事 業 費 1,350,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

農 地 防 災 事 業 費 1,485,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

農 道 等 整 備 事 業 費 642,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

農 道 整 備
特 別 対 策 事 業 費

445,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

農村総合整備事業費 359,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

直轄土地改良事業費 8,575,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

水 産 基 盤 整 備 費 7,273,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

直 轄 特 定 漁 港 漁 場
整 備 事 業 費

3,882,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

漁 港 海 岸 保 全 費 538,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 漁 港 海 岸
保 全 施 設 整 備
特 別 対 策 事 業 費

253,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

漁 業 取 締 船 整 備 費 1,351,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

林 道 事 業 費 419,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

治 山 事 業 費 4,419,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

臨 時 治 山 施 設 整 備
特 別 対 策 事 業 費

1,383,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

森 林 整 備 費 3,321,900 同　　　　上

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

据置期間を含め50年以内におい
て、年賦元利均等償還、半年賦
元利均等償還又は知事の定める
方法による。ただし、必要に応
じて繰上償還することができる。

道 民 の 森 整 備 費 22,000 同　　　　上 10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

直 轄 道 路 事 業 費 20,664,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

道 路 新 設 改 良 費 11,650,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 道 路 整 備
特 別 対 策 事 業 費

21,675,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

直 轄 河 川 事 業 費 10,006,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

河 川 改 良 費 8,915,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 河 川 整 備
特 別 対 策 事 業 費

7,028,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

ダ ム 建 設 費 214,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

直 轄 砂 防 事 業 費 1,397,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

砂 防 費 4,575,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 砂 防 施 設 整 備
特 別 対 策 事 業 費

1,026,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

災 害 関 連 事 業 費 9,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

直 轄 海 岸 事 業 費 160,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

海 岸 保 全 事 業 費 1,161,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 海 岸 保 全
施 設 整 備
特 別 対 策 事 業 費

1,025,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

街 路 事 業 費 2,379,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 街 路 整 備
特 別 対 策 事 業 費

1,056,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

都 市 公 園 費 875,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

庁 舎 等 営 繕 費 3,747,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

警 察 施 設 整 備 費 492,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

交通安全施設整備費 1,099,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

高等学校施設整備費 4,578,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

特 別 支 援 学 校
施 設 整 備 費

1,200,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

耕 地 災 害 復 旧 費 3,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

漁 港 災 害 復 旧 費 67,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

林 道 災 害 復 旧 費 1,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

治 山 災 害 復 旧 費 166,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

土 木 災 害 復 旧 費 431,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

借 換 債 277,800,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

臨 時 財 政 対 策 債 140,000,000 同　　　　上

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

同　　　　　　　上

調 整 債 4,300,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　　上

合 計 605,019,900



31

令和３年度北海道公債管理特別会計予算

議 案 第 ２ 号

　令和３年度北海道公債管理特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ391,841,459千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。
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款 項 金 額

１ 財 産 収 入 409,841

１ 財 産 運 用 収 入 409,841

２ 繰 入 金 391,431,618

１ 一 般 会 計 繰 入 金 294,081,740

２ 基 金 繰 入 金 97,349,878

歳 入 合 計 391,841,459

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）
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款 項 金 額

１ 公 債 費 391,841,459

１ 公 債 費 391,841,459

歳 出 合 計 391,841,459

歳 出
（単位　千円）
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令和３年度北海道国民健康保険事業特別会計予算

議 案 第 ３ 号

　令和３年度北海道国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ493,953,453千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 ２条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定め

る。
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款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 148,451,424

１ 負 担 金 148,451,424

２ 国 庫 支 出 金 134,994,717

１ 国 庫 負 担 金 92,006,468

２ 国 庫 補 助 金 42,988,249

３ 財 産 収 入 719

１ 財 産 運 用 収 入 719

４ 繰 入 金 29,420,231

１ 一 般 会 計 繰 入 金 29,104,355

２ 基 金 繰 入 金 315,876

５ 繰 越 金 501,077

１ 繰 越 金 501,077

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）
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款 項 金 額

６ 諸 収 入 180,585,285

１ 貸 付 金 収 入 47,333

２ 雑 入 180,537,952

歳 入 合 計 493,953,453
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款 項 金 額

１ 国民健康保険事業費 493,425,653

１ 国民健康保険事業費 493,425,653

２ 諸 支 出 金 527,800

１ 繰 出 金 26,723

２ 諸 費 501,077

歳 出 合 計 493,953,453

歳 出
（単位　千円）
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令和３年度北海道母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 ４ 号

　令和３年度北海道母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ954,539千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 ２条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定め

る。
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款 項 金 額

１ 繰 入 金 31,642

１ 一 般 会 計 繰 入 金 31,642

２ 繰 越 金 150,000

１ 繰 越 金 150,000

３ 諸 収 入 772,897

１ 貸 付 金 収 入 635,741

２ 雑 入 137,156

歳 入 合 計 954,539

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



41

款 項 金 額

１
母子父子寡婦福祉資金

貸 付 事 業 費
804,539

１
母子父子寡婦福祉資金

貸 付 事 業 費
804,539

２ 諸 支 出 金 150,000

１ 繰 出 金 52,000

２ 諸 費 98,000

歳 出 合 計 954,539

歳 出
（単位　千円）



43

令和３年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 ５ 号

　令和３年度北海道中小企業近代化資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,383,974千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第 ２条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。



44

款 項 金 額

１ 繰 入 金 310,483

１ 一 般 会 計 繰 入 金 310,483

２ 繰 越 金 147,458

１ 繰 越 金 147,458

３ 諸 収 入 626,033

１ 貸 付 金 収 入 587,680

２ 雑 入 38,353

４ 道 債 300,000

１ 道 債 300,000

歳 入 合 計 1,383,974

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



45

款 項 金 額

１
中小企業近代化資金

貸 付 事 業 費
612,909

１
中小企業近代化資金

貸 付 事 業 費
612,909

２ 公 債 費 387,120

１ 公 債 費 387,120

３ 諸 支 出 金 383,945

１ 繰 出 金 311,385

２ 諸 費 72,560

歳 出 合 計 1,383,974

歳 出
（単位　千円）



46

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

中小企業近代化資金
貸 付 事 業 費

300,000
中小企業基盤整備
機構からの借入れ
による。

0.15％以内

据置期間を含め11年以内におい
て、半年賦元金均等償還による。
ただし、必要に応じて繰上償還
することができる。

第 ２ 表

地 方 債
（単位　千円）



47

令和３年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計予算

議 案 第 ６ 号

　令和３年度北海道苫小牧東部地域開発出資特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ386,905千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



48

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 374,291

１ 財 産 運 用 収 入 291

２ 財 産 売 払 収 入 374,000

２ 繰 入 金 428

１ 基 金 繰 入 金 428

３ 諸 収 入 12,186

１ 一 般 会 計 借 入 金 12,186

歳 入 合 計 386,905

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



49

款 項 金 額

１ 公 債 費 386,905

１ 公 債 費 386,905

歳 出 合 計 386,905

歳 出
（単位　千円）



51

令和３年度北海道石狩湾新港地域開発出資特別会計予算

議 案 第 ７ 号

　令和３年度北海道石狩湾新港地域開発出資特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ211,718千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



52

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 169,407

１ 財 産 運 用 収 入 407

２ 財 産 売 払 収 入 169,000

２ 繰 入 金 1,853

１ 基 金 繰 入 金 1,853

３ 諸 収 入 40,458

１ 一 般 会 計 借 入 金 40,458

歳 入 合 計 211,718

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



53

款 項 金 額

１ 公 債 費 211,718

１ 公 債 費 211,718

歳 出 合 計 211,718

歳 出
（単位　千円）



55

令和３年度北海道就農支援資金貸付事業等特別会計予算

議 案 第 ８ 号

　令和３年度北海道就農支援資金貸付事業等特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ587,533千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



56

款 項 金 額

１ 繰 入 金 3,050

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,050

２ 繰 越 金 55,441

１ 繰 越 金 55,441

３ 諸 収 入 529,042

１ 貸 付 金 収 入 529,042

歳 入 合 計 587,533

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



57

款 項 金 額

１
就 農 支 援 資 金

貸 付 等 事 業 費
3,050

１
就 農 支 援 資 金

貸 付 等 事 業 費
3,050

２ 公 債 費 372,001

１ 公 債 費 372,001

３ 諸 支 出 金 212,482

１ 繰 出 金 195,136

２ 諸 費 17,346

歳 出 合 計 587,533

歳 出
（単位　千円）



59

令和３年度北海道沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 ９ 号

　令和３年度北海道沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ253,922千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



60

款 項 金 額

１ 繰 入 金 3,912

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,912

２ 繰 越 金 89,151

１ 繰 越 金 89,151

３ 諸 収 入 160,859

１ 貸 付 金 収 入 160,849

２ 雑 入 10

歳 入 合 計 253,922

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



61

款 項 金 額

１
沿 岸 漁 業 改 善 資 金

貸 付 事 業 費
253,922

１
沿 岸 漁 業 改 善 資 金

貸 付 事 業 費
253,922

歳 出 合 計 253,922

歳 出
（単位　千円）



63

令和３年度北海道林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 10 号

　令和３年度北海道林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ309,295千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



64

款 項 金 額

１ 繰 入 金 4,724

１ 一 般 会 計 繰 入 金 4,724

２ 繰 越 金 220,659

１ 繰 越 金 220,659

３ 諸 収 入 83,912

１ 貸 付 金 収 入 63,438

２ 雑 入 20,474

歳 入 合 計 309,295

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



65

款 項 金 額

１
林業・木材産業改善資金

貸 付 事 業 費
305,035

１
林業・木材産業改善資金

貸 付 事 業 費
305,035

２
林 業 就 業 促 進 資 金

貸 付 事 業 費
4,260

１
林 業 就 業 促 進 資 金

貸 付 事 業 費
4,260

歳 出 合 計 309,295

歳 出
（単位　千円）



67

令和３年度北海道営住宅事業特別会計予算

議 案 第 11 号

　令和３年度北海道営住宅事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,897,827千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 ２条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

「第２表債務負担行為」による。

（地方債）

第 ３条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の

方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

（一時借入金）

第 ４条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定め

る。



68

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 5,041,835

１ 使 用 料 5,041,835

２ 国 庫 支 出 金 2,859,133

１ 国 庫 補 助 金 2,859,133

３ 繰 入 金 815,881

１ 一 般 会 計 繰 入 金 815,881

４ 繰 越 金 100

１ 繰 越 金 100

５ 諸 収 入 2,161,878

１ 一 般 会 計 借 入 金 2,077,366

２ 雑 入 84,512

６ 道 債 4,019,000

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



69

款 項 金 額

１ 道 債 4,019,000

歳 入 合 計 14,897,827



70

款 項 金 額

１ 道 営 住 宅 事 業 費 8,410,809

１ 道 営 住 宅 事 業 費 8,410,809

２ 公 債 費 5,653,631

１ 公 債 費 5,653,631

３ 諸 支 出 金 833,387

１ 繰 出 金 833,377

２ 諸 費 10

歳 出 合 計 14,897,827

歳 出
（単位　千円）



71

事 項 期 間 限 度 額

令和３年度建設に係る公営住宅の工事請負に関する

債務負担行為
令和３年度から令和４年度まで 3,110,000

第 ２ 表

債 務 負 担 行 為
（単位　千円）



72

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公 営 住 宅 建 設 費 3,986,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

借 換 債 33,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　上

合 計 4,019,000

第 3 表

地 方 債
（単位　千円）



73

令和３年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 12 号

　令和３年度北海道住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,859,537千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。



74

款 項 金 額

１ 諸 収 入 40,859,537

１ 一 般 会 計 借 入 金 20,677,000

２ 貸 付 金 収 入 20,182,537

歳 入 合 計 40,859,537

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



75

款 項 金 額

１
住宅供給公社事業運営

資 金 貸 付 事 業 費
20,677,000

１
住宅供給公社事業運営

資 金 貸 付 事 業 費
20,677,000

２ 公 債 費 20,182,537

１ 公 債 費 20,182,537

歳 出 合 計 40,859,537

歳 出
（単位　千円）



77

令和３年度北海道地方競馬特別会計予算

議 案 第 13 号

　令和３年度北海道地方競馬特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,346,764千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第 ２条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,900,000千円と定め

る。



78

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 6,075

１ 手 数 料 6,075

２ 財 産 収 入 1,076

１ 財 産 運 用 収 入 1,076

３ 寄 附 金 35,500

１ 寄 附 金 35,500

４ 諸 収 入 40,304,113

１ 収 益 事 業 収 入 37,604,480

２ 雑 入 2,699,633

歳 入 合 計 40,346,764

第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算

歳 入
（単位　千円）



79

款 項 金 額

１ 競 馬 費 40,343,080

１ 競 馬 総 務 費 19,926

２ 競 馬 開 催 費 40,323,154

２ 諸 支 出 金 3,684

１ 繰 出 金 3,684

歳 出 合 計 40,346,764

歳 出
（単位　千円）



81

令和３年度北海道公共下水道事業会計予算

議 案 第 14 号

（総　則）

第１条　令和３年度北海道公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第 ３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額30,802千円は、当年度分損益勘定留保資金1,004千円、過年度資本的収支調整額19,959千円及び当年

度資本的収支調整額9,839千円で補 するものとする。）。

⑴ 年 間 総 処 理 水 量 1,715,710 立方メートル

⑵ 一 日 平 均 処 理 水 量 4,701 立方メートル

⑶ 主要な建設改良事業

石狩湾新港地域公共下水道改修事業 798,300 千円

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 942,018 千円

第１項 営 業 収 益 342,529 千円

第２項 営 業 外 収 益 599,489 千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 1,160,169 千円

第１項 営 業 費 用 987,572 千円

第２項 営 業 外 費 用 172,597 千円



82

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,177,471 千円

第１項 建 設 改 良 費 837,300 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 339,660 千円

第３項 長 期 借 入 償 還 金 501 千円

第４項 返 還 金 10 千円

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

特 定 公 共 下 水 道 費

千円

659,900

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

据置期間を含め40年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

借 換 債 53,300 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　上

資 本 費 平 準 化 債 27,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　上

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,146,669 千円

第１項 企 業 債 740,200 千円

第２項 補 助 金 177,400 千円

第３項 他会計からの長期借入金 229,069 千円



83

令和３年度北海道流域下水道事業会計予算

議 案 第 15 号

（総　則）

第１条　令和３年度北海道流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第 ３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額1,002,783千円は、当年度分損益勘定留保資金972,003千円及び過年度資本的収支調整額30,780千円で補

するものとする。）。

⑴ 流 域 関 連 市 町 数 17市町

⑵ 主要な建設改良事業

十 勝 川 流 域 下 水 道 改 修 事 業 601,500 千円

石 狩 川 流 域 下 水 道 改 修 事 業 450,400 千円

函 館 湾 流 域 下 水 道 改 修 事 業 791,000 千円

収 入

第１款 下 水 道 事 業 収 益 4,687,472 千円

第１項 営 業 外 収 益 4,687,472 千円

支 出

第１款 下 水 道 事 業 費 用 4,803,153 千円

第１項 営 業 費 用 4,610,748 千円

第２項 営 業 外 費 用 192,405 千円
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（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

第２項 補 助 金 1,168,900 千円

第３項 負 担 金 426,927 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 3,565,610 千円

第１項 建 設 改 良 費 1,942,800 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 1,622,800 千円

第３項 返 還 金 10 千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

令和３年度流域下水道事業に関する債務負担行為
令和３年度から

令和４年度まで

千円

534,000

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

流 域 下 水 道 費

千円

386,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

据置期間を含め40年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

借 換 債 377,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　上

収 入

第１款 資 本 的 収 入 2,562,827 千円

第１項 企 業 債 967,000 千円
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（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

資 本 費 平 準 化 債

千円

204,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内

据置期間を含め40年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。
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令和３年度北海道電気事業会計予算

議 案 第 16 号

（総　則）

第１条　令和３年度北海道電気事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額2,911,100千円は、過年度分損益勘定留保資金103,330千円、減債積立金617,070千円、再生可能エネ

ルギー等利用推進積立金2,105,121千円及び当年度資本的収支調整額85,579千円で補 するものとする。）。

⑴ 年 間 販 売 電 力 量 304,814,000 キロワット時

⑵ 主要な建設改良事業

清水沢発電所改修事業 690,404 千円

収 入

第１款 電 気 事 業 収 益 5,484,793 千円

第１項 営 業 収 益 5,346,884 千円

第２項 財 務 収 益 1,300 千円

第３項 営 業 外 収 益 136,609 千円

支 出

第１款 電 気 事 業 費 用 3,146,864 千円

第１項 営 業 費 用 2,744,044 千円

第２項 財 務 費 用 63,059 千円

第３項 営 業 外 費 用 339,761 千円
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事 項 期 間 限 度 額

令和３年度川端発電所避雷器更新工事に関する債務

負担行為

令和３年度から

令和４年度まで

千円

10,077

令和３年度ポンテシオ発電所改修事業に関する債務

負担行為

令和３年度から

令和５年度まで
574,695

令和３年度滝下発電所送電用遮断器更新工事に関す

る債務負担行為

令和３年度から

令和４年度まで
94,788

令和３年度滝下発電所水車発電機分解点検補修に関

する債務負担行為

令和３年度から

令和５年度まで
994,455

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 815,913 千円

第１項 企 業 債 800,000 千円

第２項 負 担 金 713 千円

第３項 長 期 貸 付 金 償 還 金 15,200 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 3,727,013 千円

第１項 建 設 改 良 費 1,050,624 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 617,070 千円

第３項 繰 出 金 2,059,319 千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

清 水 沢 発 電 所
改 修 事 業

千円

690,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還、半年
賦元金均等償還又は知事の定め
る方法による。ただし、必要に
応じて繰上償還することができ
る。
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⑴ 職 員 給 与 費 733,234 千円

⑵ 交 際 費 120 千円

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、180,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

シ ュー パ ロ 発 電 所
改 修 事 業

千円

110,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還、半年
賦元金均等償還又は知事の定め
る方法による。ただし、必要に
応じて繰上償還することができ
る。
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令和３年度北海道工業用水道事業会計予算

議 案 第 17 号

（総　則）

第１条　令和３年度北海道工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第 ３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業資金に充てるため、長期借入金

を一般会計から118,313千円借り入れる。

（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額966,660千円は、過年度分損益勘定留保資金323,967千円、当年度分損益勘定留保資金569,166千円及

び当年度資本的収支調整額73,527千円で補 するものとする。）。

⑴ 給 水 事 業 所 数 77 箇所

⑵ 年 間 総 給 水 量 89,828,135 立方メートル

⑶ 一 日 平 均 給 水 量 246,104 立方メートル

⑷ 主要な建設改良事業

石狩湾新港地域工業用水道建設事業 114,348 千円

室 蘭 地 区 工 業 用 水 道 改 修 事 業 86,007 千円

苫小牧地区工業用水道改修事業 508,750 千円

石狩湾新港地域工業用水道改修事業 5,900 千円

収 入

第１款 工業用水道事業収益 2,183,788 千円

第１項 営 業 収 益 1,956,453 千円

第２項 営 業 外 収 益 227,335 千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 2,174,796 千円

第１項 営 業 費 用 2,040,333 千円

第２項 営 業 外 費 用 134,463 千円
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 937,011 千円

第１項 企 業 債 377,000 千円

第２項 補 助 金 401,196 千円

第３項 他会計からの出資金 109,163 千円

第４項 他会計からの長期借入金 49,652 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,903,671 千円

第１項 建 設 改 良 費 900,958 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 936,642 千円

第３項 長 期 借 入 償 還 金 66,071 千円

（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

室蘭地区工業用水道
改 修 事 業

千円

53,000

財務省その他から
の借入れ又は知事
の定める債券の発
行による（他の地
方公共団体との共
同発行を含む。）。

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

後において

は、当該見直

し後の利率）

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

苫 小 牧 地 区
工 業 用 水 道
改 修 事 業

324,000 同　　　　上

10％以内
（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率の見

直しを行った

同　　　　　　上

事 項 期 間 限 度 額

令和３年度室蘭地区工業用水道鷲別ポンプ場受変電

設備更新工事に関する債務負担行為

令和３年度から

令和４年度まで

千円

245,300

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
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⑴ 職 員 給 与 費 347,832 千円

⑵ 交 際 費 80 千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

後において

は、当該見直

し後の利率）

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、2,330,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ８条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。
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令和３年度北海道病院事業会計予算

議 案 第 18 号

（総　則）

第１条　令和３年度北海道病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第 ３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業資金に充てるため、企業債

331,000千円を借り入れる。

（資本的収入及び支出）

第 ４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

⑴ 病 院 数 6 病院

⑵ 病 床 数 876 床

⑶ 年 間 取 扱 延 患 者 数

入 院 118,961 人

外 来 208,385 人

⑷ 一 日 平 均 患 者 数

入 院 326 人

外 来 861 人

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 16,160,314 千円

第１項 医 業 収 益 6,598,840 千円

第２項 医 業 外 収 益 9,546,159 千円

第３項 特 別 利 益 15,315 千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 17,275,829 千円

第１項 医 業 費 用 14,241,696 千円

第２項 医 業 外 費 用 2,452,271 千円

第３項 特 別 損 失 581,862 千円
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,760,317 千円

第１項 企 業 債 661,000 千円

第２項 補 助 金 14,098 千円

第３項 他 会 計 負 担 金 991,219 千円

第４項 固 定 資 産 売 却 代 金 94,000 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,261,478 千円

第１項 建 設 改 良 費 679,877 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 1,581,601 千円

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病 院 建 設 事 業

千円

661,000
財務省その他から
の借入れによる。

10％以内

据置期間を含め30年以内におい
て、半年賦元利均等償還又は知
事の定める方法による。ただし、
必要に応じて繰上償還すること
ができる。

特別減収対策企業債 331,000 同　　　　上 10％以内 同　　　　　　上

⑴ 職 員 給 与 費 8,597,111 千円

⑵ 交 際 費 400 千円

る額501,161千円は、当年度分損益勘定留保資金501,161千円で補 するものとする。）。

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、1,900,000千円と定める。

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 ７条　次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

（たな卸資産購入限度額）
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区 分 種 類 名 称 数 量

取 得 す る 資 産 器 械 備 品 血 管 撮 影 装 置 １台

第８条　たな卸資産の購入限度額は、1,384,403千円と定める。

　（重要な資産の取得及び処分）

第９条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。
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